
「SafeworK向上宣言」は、宮城労働局及び県内の各労働基準監督署のほか、上記の関係団体が運営しています。

様式１

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社 松浦組

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和7年3月31日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

松浦組の現場から絶対に労働災害を起こさないために、

次の行動を遵守します。

①作業前に体調が万全であることを確認します。

②事前に作業に潜むリスクを確認します。

③報告・連絡・相談・確認を徹底します。

④いついかなる時であっても違和感や疑問、想定外の

事象があった場合には一旦立ち止まり、関係者と協

議・確認・対策を行ったうえで作業を再開します。


